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 県発注工事からの暴力団排除を徹底するため、県発注工事からの暴力団と関係のある下請業者を排

除するための工事請負契約書等の改正に伴う事務処理について（平成２２年６月３日２２財活第３９

５号総務部長依命通達）により、福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿登載業者以外の者であって、

暴力団関係事業者（工事請負契約書（福岡県財務規則第１６６条第２項に規定する知事が告示する工

事請負契約書）第４８条の３第１項各号に該当する者をいう。）である者を排除してきたところですが、

このたび、排除措置に係る手続をより一層明確にするため、別紙のとおり県発注工事からの暴力団と

関係のある下請業者の排除措置要綱を制定し、本年４月１日から施行することとなりましたので、同

要綱の趣旨を十分理解され、適正な事務処理を行ってください。 

 以上のとおり命により通達します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

県発注工事からの暴力団と関係のある 
下請業者の排除措置要綱 

 

最終改正 令和７年１月１日 ６財活第３６７８号 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、福岡県が発注する建設工事（以下「県発注工事」という。）における下請契約（一

次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。）又は資材、原材料の購入契約その他の契約（以下「下

請契約等」という。）から、福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿登載業者（以下「入札参加資格

者」という。）以外の者であって、暴力団関係事業者（工事請負契約書（福岡県財務規則第１６６条

第２項に規定する知事が告示する工事請負契約書）第４８条の３第１項各号に該当する者をいう。

以下同じ。）である者を排除すること（以下「排除措置」という。）に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 
 
（排除措置） 

第２条 入札参加資格者でない者が、警察からの通知により暴力団関係事業者であることが判明した

ときは、その者については、入札参加資格者に対する福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等

措置要綱（昭和６２年６月３０日 62管行第 40 号の２総務部長依命通達。以下「指名停止等措置要

綱」という。）に基づく指名停止期間に準じた期間、排除措置を行うものとする。 

２ 契約担当者（指名停止等措置要綱第２条第１０号に規定する者をいう。）は、前項に規定する排除

措置の期間中の者を、県発注工事における下請契約等の相手方としてはならない。 
 

（排除措置の決定に係る手続等） 

第３条 排除措置の決定に係る手続、関係者への通知及び排除措置の公表については、指名停止等措

置要綱に基づく指名停止の例によるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （令和３年２月 10日２財活第２９２９号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （令和３年３月 12日２財活第３５７１号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （令和５年３月３日４財活第２７１４号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 （令和６年１２月２７日６財活第３６７８号） 

 この要綱は、令和７年１月１日から施行する。 

 


